
給水装置工事施行承認申込書について

給水課給水装置係



給水課の窓口対応について

～ は じ め に ～



• 予約制（平日9：00から11：30の間で10分間隔）

窓口対応について

※一般のお客さまの関係もあり、予約の時間前後はご理解ください。

• ＦＡＸ等を利用した、事前閲覧等の申請（前日の16時まで受付）※厳守

※ＦＡＸを送っても、窓口の予約を忘れずに！！

※予約無しで来局する方が増えておりますので注意願います）
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１．給水装置工事の管理区分

給水装置 ： サドル付分水栓～末端給水栓までは、所有者の
私有財産です。維持管理責任は所有者に有ります。

※上下水道局では器具修繕・交換等は行いません。

※漏水修繕のみ施工する。
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※止水栓及び器具類の不良・不動・故障等は所有者にて修繕、交換等を行います。

住宅建築物

上下水道局管理分：第1止水栓まで。



調査項目 調査内容

給水装置設置場所 住居表示番号（郵便が届く住所）

使用水量 使用目的（用途）、給水栓数

既設給水装置の有無
管種・口径、出水（水量）、水圧
水道メーター番号・口径・検満月日
水道加入金権利

配水管の布設状況 管種、口径、布設位置

道路の状況 種別（公道・私道等）、幅員、舗装種別

各種埋設物の有無 下水道、ガス、電気、NTT等の布設状況

工事に関する使用承諾書 利害関係者の使用承諾書等

 ２．給水装置の基本調査一覧



※「給水図面」「給水台帳」と現地を確認してください。

※現在の上下水道局に登録されている給水装置所有
者を確認してください。

※現地で必ず止水栓の位置と出水確認をしてください。

※「給水台帳」交付は、給水装置所有者または使用者か
らの委任状が必要です。

※出水確認済と確認日を、申請図に記入してください。



※水道加入金権利の有無を確認してください。

※加入金権利がある場合、現地に『メーターが有るか
無いか』を確認してください。

※現地にメーターが有る場合、メーター種別・番号・検満年月
を確認し申請図に記入してください。

※現地にメーターが無い場合、返納になっているかを確認し
てください。



※給水図面や給水台帳と現地に違いがある場合は、
現地の写真を提出していただく場合があります。
（掘削していただく場合もあります。）

※道路の状況を確認し、関係各課と協議してください。

※利害関係者（土地・家屋・給水管）を確認してください。



・給水装置所有者の変更は、お預かりしている
「給水台帳（給水装置）」「加入金権利」の所有者
を変更することです。

・給水装置所有者の変更は、法務局の登記簿登録
にて自動に変更される訳ではありません。
旧所有者が現在の所有者と同一とは限りません
ので注意してください。

３．給水装置所有者変更届

・給水装置場所は地番ではなく、住居表示を記入
してください。



～給水装置の所有者変更届について～

添付書類として

土地または家屋の登記事項証明書（写し）
または
売買契約書（写し） が必要です。



・旧所有者が所在不明などの場合（登記簿謄本に記録が無い
場合など）は、誓約書添付にて変更することができます。
・その際に理由（旧所有者死亡・旧所有者所在が不明、法人解
散等）を誓約書に記入してください。

・また、相続などの親族間の変更であれば誓約書の提出はい
りませんが、旧所有者氏名の隣に続柄を記入願います。

新・旧所有者名・給水装置場所の確認を
怠らないようにお願いします！！！



文書等作成について（注意）

・給水装置工事施行承認申込書

・給水装置所有者変更届

・給水台帳閲覧申請書、それに伴う委任状

※署名欄に、ご本人以外の記名・押印などがあった場合、刑罰

の対象になります！！



各種様式について（注意）

代表的な様式

・給水装置工事施行承認申込書

・給水装置所有者変更届

・給水装置代理人（指定・変更）届

「過去の様式」で提出される場合が、
多々ありますので、キチンと確認して
から、記入・提出をお願いします！！









• 上下水道局の窓口で協議を行われる方は設計施行指針及び

工事内容を十分に把握したうえで、お越しください。

• 給水装置工事の申込の受付・協議・調査等は午前中の予約を

お願いします。ただし、緊急時や漏水等の場合は例外となりま

すが、来局する際に連絡を下さい。

４．給水装置工事の事前協議

• 「給水戸番図」「給水台帳」は個人情報を含むものですので、取扱

に注意してください。



給水装置工事には、新設・改造・撤去の3種類があり、

設計及び施工は管理者が指定した給水装置工事事業

者が行うものである。 福島市水道条例第７条

給水装置の新設、改造又は撤去の工事をしようとす

る者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管

理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

５．給水装置工事の申込



・建物解体により「更地になる」「当分は水道を使用しな
い」等の場合は、「給水装置工事施行承認申込書」（給水
装置工事申込）が必要です。

・「改造工事」「撤去工事」の給水装置工事申込を行うこ
とで、加入金権利を「継続使用」「権利放棄」「権利保持」
してください。



・「継続使用」とは、メーターを設置し、給水栓１栓以上
で給水装置として使用できる状態です。 （改造工事）

・「権利放棄」とは、メーターを返納し、「分岐止め」「止水
栓止め」処理をする状態です。（撤去工事）

・「権利保持」とは、メーターは返納するが、「止水栓止め」
処理をすることで権利のみを残せます。（改造工事）

・「分譲地になる」「複数あるが一部のみ保持」「保持した
権利を使用せず新設工事を行う」等は、これを認めません。



• 宅地分譲や敷地分筆等で止水栓引込みの新設工
事を行う場合、元の敷地に既設給水装置があれば、
加入金権利の整理を行い、改造工事か撤去工事を
同時に申込してください。

• 給水管引込工事と建物工事を同時申込するときの
注意として、それぞれの給水装置工事申請の申込
者の署名が全く別の筆跡であったり、印影が別物
であれば虚偽の申込として受付しませんので気を
つけてください。



自家用水道から上水道に切り替える場合は、調査書に基づき
各項目を調査します。
• 水圧試験（０．９８Ｍｐa、2分間以上）
• 埋設状況[管種・口径・深度（H=４０ｃm以上）]
• 立上り管状況（管種・口径・防護）
• ボイラー等の逆流防止用具状況について、調査写真を添付
してください。

• 上水道と自家水を併用する場合は、申請図に自家水も併
せて記載し、水栓については、アルファベットを用いて記
入してください。

クロスコネクションをしないこと。



６．給水装置工事施行承認申込書の記載注意点

消えるボールペン
はダメ！！

申込者記入欄 申込者本人が記入！！
申請者が自署する場合押印不要 ※法人の場合は必要
フリガナ・郵便番号・電話番号忘れずに！

注意 申請時に未記入有り

分岐工事が有る場合に登録者名、資格名を記入！！
資格の更新を忘れずに！

承諾書記入欄

指定給水装置工事事業者名記入欄



住居表示！！住居表示が未定の場合は○○地内！！

適正な工期設定を！！

千円未満は切り捨て！！ ￥マーク忘れずに！！

写しに鉛筆書きで！！
写しはA４サイズでOK！

設置場所

工事金額

工事期間



• 消えるボールペンで記入した申込書や添付書類が
多くなっています。

 提出時に再度確認をしてください。

※消えるボールペンで記入した申込書や添付書類が
 ある場合は、申込を受付できません。



７．提出書類の種類と必要部数

「給水装置工事施行承認申込書」原本（B4）

「給水装置工事施行承認申込書」写し

「使用材料確認一覧表」

「位置図」 申請地を赤で表記

「給水配管図」 申請地を赤で表記

「参考図」 該当しゅん工図など利用

両面印刷

「撤去図」 給水台帳など利用

１部

１部

１部

１部

１部

１部

「申請図」 施行指針を参照

１部

１部

A4印刷でOK



「給水装置所有者変更届」 原本

「自家水から上水への切替調査書」 原本
（調査実施状況写真含む）

「水理計算書・水理計算用立面図」

「特殊器具のカタログか仕様書」（図に逆止弁等表記）

１部

１式

１式

１部

「誓約書」 各種誓約書   原本 １部

「給水装置代理人（指定・変更）届」 原本 １部

※ 以下の書類は必要に応じて提出する書類

以上の書類を揃えてから申込してください。

「立面図」 施設・アパート・露出配管・２階→１階へ配管する場合等 １部



➢ 中高層直結給水装置設置事前協議書（申込前提出）

➢ スプリンクラー設備設置事前協議書（申込時提出）

➢ 遠隔メーター及び集中検針盤設置申請書（申込時提出）

給水装置係との協議は事前にお願いします。
（協議書等提出前に）

８．申込及び申込前に協議書・申込書が必要な工事



• 平図面は、隣地境界線を記入し敷地内全体を表記してく
ださい。

• 配水管及び止水栓の位置（オフセット・出水・水量の確認・
日付）既設給水管（管種・口径）及び道路の種別・舗装状況
を確認し、記入してください。

• 図面のサイズは、なるべくＡ3として建物縮尺を1/100にし、
給水管は太く記載し見やすく記入してください。（該当部分
を赤色書きとする）

９．給水装置工事申込図書作成上の注意事項



• 給水装置工事施行承認申込書、裏のしゅん工図の凡例を
基に作図してください。

口径５０mm以上の給水装置工事申込については、配管詳

細図を記入してください。

• チーズ分岐時や、既設管を撤去し配管替えする場合は配
管詳細図を記入してください。

• 排水弁設置時は、配管詳細図を記入してください。



• 仕切弁（ソフトシール） は 一体型仕切弁を使用。

• 配管詳細図は、使用材料・口径など記入してください。

※申込時には、必ず申込書・申請図面・添付書類（出水確認日付や水理

計算など）を確認してから提出してください。



給水本管工事を施工する場合について

給水本管工事において、申込時に平面図には口径に関わらず、

予定の配管長を記入してください。

・断面図（予定）を提出してください。（道路占用申請図等と同じでOK）

・φ５０㎜以上の給水本管については、φ５０㎜以上の排水

弁（仕切弁FCD）を設置してください。



・メーターが返納済みの場合は「市に返納済み」と記入してくだ
さい。増径等で返納予定の場合は「市に返納予定」と記入 。

・既設メーターを移動して使用する場合は、「移設使用」と記入
してください。（A－A’ にて表記）

・既設メーターが現地にある場合は、「平面図か撤去図にメー
ター種別・番号・口径・検満年月」を記入してください。



・メーター「再使用」の表記については、既設メーターを返納して、
新たに出庫するものをいいます。（既に返納になっている場合も含む）

また、アパートなどで新規と既設の検満を統一するため、既設
を返納し新規と同時出庫するものを再使用といいます。

・権利移設時に設置するメーターは、必ず新しいメーターを設置
するようになります。（同地内に移設する場合も同じです）



記入例 メーターが現地にあり、返納予定の場合

※メーター増径の時

※メーター返納済みの時は
Φ13㎜メーター市に返納済みと記入
メーター番号等は記入無し



記入例 メーターが現地にあり、既設を移設使用の場合

出水確認済 R6.12.24



記入例 メーターが現地にあり、既設保持の場合

将来使用予定あり



記入例 メーターが返納済で、再使用の場合



・権利移設の時のメーターについて
現場にメーターがある場合、既設は返納し、再使用にて出庫。

・新規メーター（増径等含む）が口径２５㎜以上の場合は、出庫予
定の時期を申請図に記入。

（例：〇〇㎜メーター１個、３月下旬出庫予定 等）

※記入することで、出庫予約になるわけではありませんので、
出庫予約はきちんと水道料金お客さまセンターへ。



• ヘッダーから据置型給湯器やユニット水栓式バス・トイレへ
の架橋ポリエチレン管の配管は口径φ２０㎜で接続してくだ
さい。

• ヘッダーからの分岐は９栓までとし、１０栓以上の場合は、
別途取出した独立したヘッダーを設置してください。

• ヘッダー工法の場合、ヘッダーの付近に点検口を設けて、
図面に記入してください。

※ヘッダーのφ１３㎜の取出しから、φ２０㎜で配管する事ではありません！



※２階専用には水抜栓を設置

ヘッダー工法の統一見解事項



宅内配管から外部水栓や給湯器等への接続は、申込図面に
断面図・保温状況を記入してください。

※外部水栓への記入例
※給湯器への記入例
外部水栓への様に、埋設でもOK

例 例



• ヘッダーの入り管、一部の露出部分は保温する事

• 露出部分の立上り管がある場合は、管種と保温状況を

平面図に記入してください。

• 立上り管からの分岐は原則禁止です。



露出配管部（立上り管）
管種・口径・保温状況明記

例：立上りPBφ20㎜
   ヒーター線保温 など
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• 特殊器具設置の場合、逆止弁を取りつけること。

例、温水器・浄水器・軟水器・製氷機・加湿器・除菌水など

※認証品であるか確認すること。

• 特殊器具の、カタログ・認証図を添付すること。

※カタログに給水口への配管、逆止弁と給水栓番号を記入



• 特殊器具、浄水器、機能水器具の逆止弁設置について

・器具の上流側には、逆止弁を設置。

※内蔵型も含む

※水栓（蛇口）本体に付属されている浄水器（カートリッジ）は除く

・「浄水器」「軟水器」「アルカリ製水器」「活水器」「整水器」等の
認証製品の確認を行い、自己認証製品ならば認証書を添付。

・機能水器具使用の場合、誓約書を提出。



見本

見本



• 水栓数の例

※水栓の立ち上り管（分岐水栓）より分岐して、浄水器
や機能水器具を設置する場合

・別途に水栓（蛇口）がある場合は、２栓として水栓数をカウン
トする。（①混合水栓・②浄水器等）

①②

①混合水栓（新設）

②浄水器ＣＶ(新設)



※トイレの手洗い・除菌水は1栓扱いとする。

・トイレの手洗いのみ、架橋ポリエチレン管からの分岐が可能。

・除菌水設置については、逆止弁を設置しカタログを添付

①混合水栓+除菌水ＣＶ（新設）

②

①

②ボールタップ+立水栓(新設）

※メイン管はトイレに接続すること。



※立ち上り管（分岐水栓）より分岐して、据置の浄水器等を設
置する場合や、据置の浄水器等から水栓を設置する場合。

・水栓が単独の場合は１栓として水栓数をカウントする。

・浄水器等へは逆止弁を設置し、カタログを添付。

①混合水栓+浄水器ＣＶ（新設）

②浄水器ＣＶ+混合水栓(新設)

① ②



給水管上への機能水器具の設置については、水道メーターの下流側
に設置し、近接障害が起こらぬようメーターから５０㎝以上の間隔を
確保する。

機能水器具の上流側に逆止弁を、下流側に水抜き栓を設置する。

水道水質の確認が出来るようメーターと機能水器具間に管理用水栓
を設置する。



• 開発行為に伴う場合

• アパートや施設の場合

• 口径４０㎜以上で制水弁止（仕切弁）する場合

• 口径30㎜以上の給水本管

• 一般住宅以外で、口径25㎜以上のメーターを設置する場合

• 受水槽を設置する場合

• 局より指示された場合された場合

水理計算書の作成について



• 店舗や施設などの場合は、各区間流量計算一覧に
加え、各区間相当管長一覧表が必要です。 

• 水理計算書でメーター口径の適正を確認するため、
メーターの適正流量範囲（㎥/時）の計算書を添付し
てください。

• 水理計算書を作成する際は、流速２ｍ/秒を超えない
管口径を採用すること。



高水圧地区について≪水圧０．８ＭＰa以上≫

減圧弁



１０．受水槽設置、申請図作成の注意事項

• 受水槽の呼称容量・有効容量を記入してください。

（算出式を含む）

• 受水槽の資料・ポンプ資料（型式・能力等）、二次側配管の参
考系統図・立面図を提出してください。

• 受水槽廻り配管、断面図（構造図）等の寸法を記入し、吐水
口空間は算定式も申請図に記入してください。

• 受水槽の減圧弁の一次側、二次側の圧力が計測できるよ
うにしてください。
※常時圧力ゲージ設置でなくてもOK、必要な時に計測できるように。



• 申請時には、市保健所の確認が必要、「簡易専用水
道布設工事着手前届（通知）」と「受理書」の写しを
添付してください。

• 複式ボールタップのみ取付については、流量調整機
構を備えているものを採用をお願いします。

• 有効容量が１０㎥を超える場合、緊急遮断弁の設置
を検討してください。（規模によっては塩素注入装置）

• 既設受水槽がある場合は、点検・調査をして、容量
等を記入してください。



受水槽の配管及び構造標準図

制水弁止め

R
定水位弁

(流量調整可)Ｘ

Ｘ

Ｘ

▽Ｈ．ＷＬ

▽Ｌ．ＷＬ

６００㎜以上

１００㎜以上

６００㎜以上

１，５００㎜

排水管の２倍以上

可とう管(φ２０～φ４０) L=３００

可とう管(φ５０以上) L=５００

減圧弁ゲートバルブ

ゲートバルブ 吐水口 ｄ

呼び径(有効開口の内径) ｄ’

１，０００㎜

Ａ Ａ’

Ｂ

○,○○○

○
,○
○
○

○
,○
○
○



受水槽申請図例

例

例

例



１１．給水装置工事の施行承認

• 手数料・加入金が納入されて施行承認となります。

• 施行承認の前に現場施工すると「未承認着工」とな
り、処罰の対象となりますので気をつけてください。



１２．手数料・加入金の納入

• 手数料・加入金の納入のお知らせの発行から

１５日以内に納入してください。



福島地区管工事協同組合に加入していない

事業者の方は、納入日当日の朝９時まで
に給水装置係まで連絡をしてください。

納付書発行後、来局して納付書を受け取ったら、

当日の１１時００分頃までに金融機関に納入を

お願いします。※福島市役所の東邦銀行は11：30より昼休みになります。

※納入が終わったら、給水課まで戻ってきてください。



• 申請の内容に変更が生じたときは、給水課と必ず
事前に協議をして承諾を受けてから施工してくだ
さい。

１３．給水装置工事内容の変更

事前協議をせずに、現場施工、しゅん工図提出及び
しゅん工検査を実施した場合は、変更内容は無効
です！！



１４．給水装置工事の取消し

• 申込者の都合で取り消しする場合は、「給水装置工事施
行申込み取消届」（様式３号）を提出してください。

• 工事取消しにより手数料及び加入金の還付が生じる場
合は、取消届に併せ、下記の書類も提出してください。

「給水装置工事施行承認申込書」（原本）

「委 任 状」 （印必要）

「市納金還付連絡票」

※振込先は指定業者の口座となります。



66

１５.各種助成制度について

１．給水装置工事資金融資あっせん制度

２．鉛製給水管取替工事補助金交付制度

３．配水管布設工事助成制度



助成制度利用にあたっての注意

※条件が多々ありますので、協議もせずお客様
に利用可能と伝えないでください。

67

※必ず給水課と協議をしてください。

※協議には時間を要しますので、あらかじめご
了承ください。



助成制度利用にあたっての注意

※鉛製給水管取替工事の場合は、漏水修繕で
も補助対象になる場合がありますので確認して
ください。

68

※提出書類を確認し、準備をしてください。



１６．給水装置工事及び申込の問題点

• 無断工事や盗水など

• 申請時の確認不足（出水・所有者・特殊器具など）

• 事前協議をしないで申請

処分の対象になります！

• 協議時、その内容を把握していない



■給水装置工事施行承認申込書を提出せず施行（無断工事）

■無断で断水を行い、お客さまから苦情。

■住所不確定の申請で、しゅん工までに住所確定の書類提出が無い。

■施行配管としゅん工図配管の相違による虚偽。

■承認後に無断で配管・水栓等の変更。

■しゅん工図の未提出。

■無断通水（盗水） 、メーターの不正使用等。

事 例



メーター代用管の取扱いについて

・毎年、講習会資料にて通知をしているところですが、

メーター面間固定のため、代用管を設置する場合に、

現在も通水可能な代用管を使用している事業者が見受

けられます。

無断通水(盗水)と、疑われますので使用しないこと。





処分による影響

２．指導・処分事実は２年間消滅しない

３．指定停止から２年の間に再度違反行為が
あれば、指定取消しになる

１．停止中・取消中は、給水装置工事はできない。



５．処分内容は、局ＨＰ及び市・支所等の掲示板におい
て公告する。

６．給水装置工事主任技術者に、水道法第25条の４に
違反する行為があった場合、担当の省へ報告する。

４．指定取消しから２年の間に給水装置工事を施行し
た場合は、永久に指定を受けることができない

※主任技術者免状の返納を命じられる場合があります。



給水課では不定期ですが

現場パトロールを行っています。



・止水栓やメーターが現場の資材等で確認出来ない

・建物が無くなっている（撤去工事を一緒に行った）

現場パトロールでの事例

・メーターを出庫したが、現場に未設置

※この様なことが無いようにしてください。

・受水槽が無くなっていた（勝手に直結給水）

・しゅん工検査前に、引渡し・入居していた。



不明な点は、給水装置係と協議・確認
をお願いします。
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